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（１）派遣労働者の数　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　４人（令和７年６月１日現在）

（２）派遣先の数 　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　１事業所（令和７年６月１日現
在）

（３）マージン率 　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　42.3％　（令和６年度）
※マージンには派遣労働者の社会保険料、有給休暇費用、福利厚生費や教育訓練費を含む

（４）労働者派遣に関する料金額の平均額（１日８時間）‥‥ 　21,335円/日（消費税含む）

（５）派遣労働者の賃金額の平均額（１日８時間）‥‥‥‥‥ 　12,317円/日

（６）法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別
　　　　□労使協定を締結していない
　　　　☑労使協定を締結している
　　　　　　協定の対象となる派遣労働者の範囲（派遣先で物流の業務に従事する従業員）
　　　　　　協定の有効期限の終期　　令和８年５月３１日

（７）キャリアアップに資する教育訓練に関する事項（教育訓練計画） 

（８）キャリアコンサルティング相談窓口 　　総務：電話番号 0765－74－0246

種類 対象者 方法 実施主体 費用負担 賃金

新規採用者研修 雇入時 OFF-JT 弊社 無償 有給

品質方針等 派遣中 OFF-JT 派遣先 無償 有給

安全教育等 派遣中 OFF-JT 派遣先 無償 有給

運転指導教育 運転者 OFF-JT 弊社 無償 有給


